
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
二
号 

 
公
職
選
挙
事
務
取
扱
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日 

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

橋 
 

本 
 

宗 
 

利 

  
 
 

公
職
選
挙
事
務
取
扱
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

  

（
公
職
選
挙
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

公
職
選
挙
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
四
条
中
「
そ
の
他
の
選
挙
」
を
「
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
再
選
挙
、
補
欠
選
挙

等
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
五
条
第
三
項
中
「
若
し
く
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
不
在
者
投
票
証
明
書
を
提
出
し
た

と
き
」
を
削
る
。 

第
三
十
六
条
の
四
の
見
出
し
中
「
指
定
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を
「
指
定
身
体
障
害
者
支
援
施

設
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
身
体
障
害
者
授
産
施
設
を
除
く
。
）
」

を
「
身
体
障
害
者
支
援
施
設
」
に
改
め
、
「
身
体
障
害
者
授
産
施
設
に
あ
っ
て
は
、
入
所
定
員
が
お
お
む

ね
五
十
人
以
上
で
、
か
つ
当
該
施
設
の
入
所
者
の
う
ち
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
身
体
障
害
者
手
帳
に
身
体
上
の
障
害
の

程
度
が
一
級
又
は
二
級
で
あ
る
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
者
が
、
お
お
む
ね
二
十
五
人
以
上
」
を
削
り
、

同
条
第
二
項
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を
「
身
体
障
害
者
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
六
条
の
五
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を
「
身
体
障
害
者
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 

別
記
第
一
号
様
式
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

「 

 

に
改
め
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
削
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

別
記
第
十
一
号
の
七
様
式
中
「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
に

改
め
、
同
様
式
備
考
（
２
）
中
「
こ
の
場
合
、
身
体
障
害
者
授
産
施
設
に
つ
い
て
は
、
身
体
上
の
障
害
の

程
度
が
一
級
又
は
２
級
で
あ
る
者
の
数
を
内
書
き
に
す
る 

 
 

」
を
削
る
。 

 
 

別
記
第
十
一
号
の
八
様
式
及
び
別
記
第
十
二
号
様
式
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護 

施
設
」
を
「
身
体

障
害
者
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。 

  

明
 

大
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
昭

 

  
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

 

成
年
被

 
後
 
見

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
後
見
開
始
の
審
判
確
定

 

身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設

 
身
体
障
害
者
支
援
施
設

 
こ
の
場
合
，
身
体
障
害
者
授
産
施
設
に
つ
い
て
は
，
身
体
上
の
障
害
の

 

程
度
が
一
級
又
は
二
級
で
あ
る
者
の
数
を
内
書
き
に
す
る
こ
と
。

 
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設

 
身
体

 
障
害
者
支
援
施
設

 



 
 

別
記
第
十
七
号
様
式
の
第
６
表
中 

 
「 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 

改
め
、
同
様
式
第
８
表
（
そ
の
２
）
中
「 

 
 
 
 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 
 
 

」
に
改
め
る
。 

 

（
公
職
選
挙
法
に
よ
る
選
挙
運
動
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

公
職
選
挙
法
に
よ
る
選
挙
運
動
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
十
五
条
中
「
第
二
百
一
条
の
十
四
」
を
「
第
二
百
一
条
の
十
五
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
記
第
三
十
号
様
式
の
そ
の
二
中
「
衆
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
」
に

改
め
る
。 

 
 

別
記
第
三
十
一
号
の
三
様
式
の
そ
の
１
の
備
考
中
「
又
は
第
四
項
」
を
削
る
。 

 

（
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
記
第
二
号
様
式
の
第
２
表
中 

「 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 

改
め
、
同
様
式
第
４
表
（
そ
の
２
）
中
「 

 
 
 
 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 
 
 

」
に
改
め
る
。 

総
数

 
内
訳

 
選
挙
期
日
の
投
票
の

代
理
投
票

 
期
日
前
投
票
の

 
代
理
投
票

 
不
在
者
投
票
の

 
代
理
投
票

 
身
体
の

 
故
障

 
文
盲

計
 
身
体
の

 
故
障

 
文
盲

計
身
体
の

故
障

 
文
盲

計
身
体
の

故
障

 
文
盲

 
計

 

総
数

 
内
訳

 
選
挙
期
日
の
投
票
の

代
理
投
票

 
期
日
前
投
票
の

 
代
理
投
票

 
不
在
者
投
票
の

 
代
理
投
票

 

指
定
援
護
施
設

 
指
定
支
援
施
設

 

総
数

 
内
訳

 
選
挙
期
日
の
投
票
の

代
理
投
票

 
期
日
前
投
票
の

 
代
理
投
票

 
不
在
者
投
票
の

 
代
理
投
票

 

指
定
援
護
施
設

 
指
定
支
援
施
設

 

総
数

 
内
訳

 
選
挙
期
日
の
投
票
の

代
理
投
票

 
期
日
前
投
票
の

 
代
理
投
票

 
不
在
者
投
票
の

 
代
理
投
票

 
身
体
の

 
故
障

 
文
盲

 
計

 
身
体
の

 
故
障

 
文
盲

計
身
体
の

故
障

 
文
盲

計
身
体
の

故
障

 
文
盲

 
計

 



 
（
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
等
に
お
け
る
報
告
及
び
届
出
の
方
法
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
等
に
お
け
る
報
告
及
び
届
出
の
方
法
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
八
年

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

「
当
該
選
挙
区
の
区
域
を
管
轄
す
る
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
の
支
局
又
は
」
を
削
り
、
「

市
区
」
の
次
に
「
及
び
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
町
」
を
加
え
る
。 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
五
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


